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１．会社の現況に関する事項�

�
　（１）事業の経過及び成果�

� 　当期における我が国経済は、年度当初は回復に向けた動きが見られるもの
の、回復の起点となる輸出の増勢は鈍化しており、また、雇用情勢は未だに
厳しく、急激な円高が懸念される中、株式市況は低迷し、緩やかなデフレ状
態も継続しており、景気下振れの懸念が拭いきれない不透明な状況にありま
した。そのような中、平成２３年３月１１日に発生しました東日本大震災の
影響で、生産設備の毀損やサプライチェーンにおける障害、電力供給の制約
などから、生産活動が著しく低下し、輸出・国内需要に相応な影響を及ぼす
状況になっております。　�
　このような経営環境のもと、当社は、大阪府との間に締結した「大阪府立
国際会議場管理運営業務基本協定書」に基づき、様々な催事の誘致に向けた
積極的な営業活動を展開するとともに、施設の安全かつ適切な管理・運営に
努めました。当会議場開業１０周年を迎え、従来と同じく順調に催事利用が
ありましたが、平成２３年３月は震災の影響や自粛ムードの高まりにより、
大規模会議、イベント、興行問わずキャンセルが相次ぎました。�
　当期に開催された国際会議は、「国際青年会議所世界会議  大阪大会」や
「第１４回ハンドベル世界大会」、「第３回国際セラミックス会議」、
「SEMIフォーラム」等が、国内会議では、「第６３回日本胸部外科学会
定期学術集会」や「第６９回日本癌学会学術総会」、「第４９回日本白内障
学会総会・第２５回日本眼内レンズ屈折手術学会総会」、「第１０９回日本
皮膚科学会総会」等の大型医学会をはじめ、「日本木材青壮年団体連合会第
５５回全国会員大阪大会」、「第３６回近畿地区高等学校ＰＴＡ連合会大会 
大阪大会」等が開催されました。�
  また、展示会、イベント系では、毎年恒例となっている「日本書芸院展」を
はじめ、「計測展２０１０  OSAKA」、「外国人学生のための進学説明会」、
「緒方洪庵生誕２００周年記念事業」、また、台湾企業のインセンティブ
ツアーにおいて１,１００名の正餐パーティーなどが開催され、興行系にお
きましても国内外問わず多くの人気アーティストによるコンサートが開催さ
れるなど、幅広い用途にご利用いただきました。�
　�
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　これにより、当期における催事開催件数は１,７３３件（前年比８１件
の増）、施設の平均稼働率は６７.３％（前年比２.８％の減）、来館者数は
１０５万６千人（前年比２千人の減）となりました。�
　以上の結果、当期の売上高は、施設利用収入１,５０３,３０６千円（前年
比７１,９５２千円の減）、売上管理手数料収入１２１,６４８千円（前年比
２,４９４千円の増）など、合計１,６２５,８９６千円（前年比７０,７１８千
円の減）となりました。�
　一方、営業費用では、建物の維持管理等に係る修繕費６８,６４０千円
（前年比１３,１１６千円の増）や、水道光熱費が２３０,４２０千円（前年
比９,６３６千円の増）、有形固定資産等の減価償却費３５,０８９千円（前
年比８,７７７千円の増）、当会議場開業１０周年に伴う周年事業費６,０８４
千円（前年比６,０８４千円の増）、消耗品費２７,３８４千円（前年比
６,０２２千円の増）、業務委託料３９８,５０９千円（前年比５,７２７千円の
増）、広告宣伝費１５,１３２千円（前年比４,９７０千円の増）、及び大阪
府事業に関する特別事業費２２,１４７千円（前年比３,７４７千円の増）等
が増加しましたが、出向者負担金の見直しや社員の定年退職等により人件費
２６０,６４９千円（前年比１９,６７３千円の減）、リース契約の見直し等
による賃借料５,６４２千円（前年比３,２４０千円の減）、大阪府立国際会
議場の支援団体である大阪国際フォーラムに関する支援費１０,９３０千円
（前年比１,９７５千円の減）等が減少したことにより、合計１,１６５,６２４
千円（前年比４３,６１２千円の増）となりました。�
　よって営業利益は４６０,２７１千円（前年比１１４,３３０千円の減）と
なりました。�
　営業外収益は、運用益の向上を目的に社債等を購入したことに伴う受取利
息４４,７４３千円（前年比６,８７１千円の増）を含む４７,１３７千円（前
年比７,２７６千円の増）となったことにより、経常利益は５０６,４８５
千円（前年比１０７,９７６千円の減）となりました。�
　それにより、税引前当期純利益は５０６,４８５千円（前年比１０７,９７６
千円の減）となり、法人税等を控除した結果、当期純利益は２９３,０８８
千円（前年比６０,９２２千円の減）となりました。�
　また、附帯備品である赤外線ワイヤレスマイク設備（９,５００千円）や
メインホール吊物操作卓交換（８,４００千円）、イベントホールカーペッ
ト交換（５,９００千円）等を含む総額３０,６８３千円の設備投資を行い
ました。�
　なお、上記金額には消費税等は含まれておりません。　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上�



②催事利用状況�

利用状況�

第６１期�

合　　　計�興 行 利 用 �展示会利用�会 議 利 用 �
（うち、国際会議）�

うち、海外からの�
来館者数�

１,６５２�６５�
１,４９３�
（　　４５）�

第６２期� １,７３３�４９�
１,５７４�
（　　４６）�

（単位：件）�

③施設の稼働率状況�

全館平均�会　議　室�特別会議場�イベントホール�メインホール�稼働率�

第６２期� ６７.３�６６.７�５９.１�７８.３�７９.４�

第６１期� ７０.１�６９.２�７０.９�８２.６�７８.２�

（単位：％）�

④来館者数�

第６１期�
来　館　者　数�

１０５万８千人�

１万４千人�

第６２期�

１０５万６千人�

１万８千人�

　　① 営業成績の内訳�

期　　　別�

項　　　目�

第６１期�

施 設 利 用 収 入 �
　施　　設　　利　　用�
　備　　品　　利　　用�
　駐　　　　車　　　　場�
　テ　　ナ　　ン　　ト�
　キ ャ ン セ ル�
　そ　　　　の　　　　他�

１,５７５,２５８�
１,１８６,７０９�
２５５,０３８�
３５,７５６�
４５,９６６�

－�
５１,７８８�

売上管理手数料収入�

損害保険手数料収入�

その他の営業収入�

１１９,１５４�

２４９�

３２７�

１,６２４�

１,６９６,６１４�

１,５０３,３０６�
１,１２６,８００�
２４０,９０３�
３５,３３３�
４６,０００�
１４,１１７�
４０,１４９�

１２１,６４８�

２５０�

旅 行 手 数 料 収 入� ２０８�

４８３�

１,６２５,８９６�合　　　　　　　計�

（単位：千円）�

平成２１年４月１日から�
平成２２年３月３１日まで�〔� 〕�

第６２期�
平成２２年４月１日から�
平成２３年３月３１日まで�〔� 〕�

（　　　　　　　　　　）�
（　　　　　　　　　　）�
（　　　　　　　　　　）�
（　　　　　　　　　　）�
（　　　　　　　　　　）�
（　　　　　　　　　　）�

（　　　　　　　）�
（     　　　　　　）�
（     　　　　　　）�
（     　　　　　　）�
（     　　　　　　）�
（     　　　　　　）�

（　　　　　　　）�
（     　　　　　　）�
（　     　　　　　）�
（     　　　　　　）�
（     　　　　　　）�
（     　　　　　　）�

（注）当事業年度よりキャンセル料相当額を施設利用料より区分して計上しております。なお、前事業�
　　　年度におけるキャンセル料相当額は２５,４２２千円で、施設利用料に含まれております。�

９４�

１１０�
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　（２）設備投資並びに資金調達の状況�
� 　当事業年度の設備投資の総額は、３０,６８３千円であり、その主たるも
のは次のとおりであります。�
　建　　　　物　　　メインホール吊物操作卓交換　　　　８,４００千円�
　　　　　　　　　　地上デジタル放送対応工事　　　　　２,２５５千円�
　工具、器具及び備品　　　赤外線ワイヤレスマイク設備　　　　９,５００千円�
　　　　　　　　　　イベントホールカーペット交換　　　５,９００千円�
　ソフトウェア　　　英語版ホームページ更新　　　　　　２,２５０千円�

　（３）対処すべき課題�
� 　当社は、「大阪府立国際会議場管理運営業務基本協定書」に基づく当該施
設の管理・運営を主とし、これに基づく事業収入は会議場施設利用料金収入
のみであります。また、株式会社ロイヤルホテルへの委託による飲食施設等
の運営に関する業務につきましても本協定に基づくものであります。�
　このような状況のもと、当社は、平成２３年３月３１日をもって本協定期
間を満了いたしました。次期契約は、大規模修繕費確保のための「修繕積立
金（「施設利用料」、「附帯設備利用料の２分の１」、「駐車場利用料」の
合計額の２０％相当額）」制度の創設、施設の維持修繕についての役割分担、
コンベンション誘致に向けたプロモート機能強化等を軸とした、基本的事項
に関し、平成２２年６月２５日に開催された第６１回定時株主総会にて議決
されました。それを受け、当社は大阪府との間で具体的な内容について協議
を行い、また大阪府におきましては、平成２３年３月１６日に当社を次期指
定管理者に指定する旨が大阪府議会で議決されました。それにより、平成
２３年３月３１日付で２年間の次期指定期間にかかる管理運営業務契約書を
締結いたしました。次期契約により「修繕積立金」を納付することで営業
利益、経常利益等の大幅な減少が見込まれます。この影響額は、平成２４年
３月期計画において２３８,０００千円を見込んでおります。�
　さらに、平成２３年３月１１日に発生いたしました東日本大震災の影響に
より、大型催事のキャンセル・延期が相次ぎ、売上高は当期計画に対して
１００,０００千円程度の減少が予想されます。�
　また、ここ数年間、競合他施設との激しい誘致競争を展開するなか、特に
興行系においては、平成２３年秋に旧厚生年金会館が、平成２５年春にはフェ
スティバルホールが、それぞれリニューアルオープンする予定であります。
さらに、平成２５年には立地条件のよい梅田北ヤードに強力な競合相手と
なる会議場施設が建設されるなど、より一層厳しい誘致環境が確実視されて
おります。�
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　当会議場施設は平成１２年度の開業から１１年を超え、この間の経年劣化
による貸出用備品等の設備投資や「修繕積立金」等による金銭支出が見込ま
れることから、より一層のコスト削減を徹底いたします。�
　この間、当社はこれまでと同様に、公共性の堅持、来館者等の安全確保に
留意し、利用者ニーズに沿ったサービスの提供、これを支える従業員の育成
等を行ってまいります。�
　配当政策につきましては、経営の健全性、資源の有効活用、業務の効率化
に努め、引き続き安定的・継続的に配当の維持に努めると共に、自己株式の
取得につきましては、経営上の必要性や市場動向等を踏まえたうえで、判断
する所存であります。�
　また、当社は、経営の自由度を高め民間活力が発揮されやすい経営体制の
構築が重要であるとの考えから、第６１回定時株主総会（平成２２年６月
２５日開催）において、『当社と大阪府は民間活力が反映しやすい経営体制
の構築など会社のあり方について、平成２４年３月末までに協議・検討を行
い、基本的方向性を決定し、これに合わせて「その他利益剰余金」の具体的
な活用方法を明確にすること』として決議いただきました。�
　この決議を受けて、当社と大阪府の共同により「会社のあり方検討ワー
キングチーム」を設置し、大阪国際会議場における「民間活力の活用」ある
いは「経営の権限と責任の明確化」などの観点から、①完全民営化（大阪府
出資ゼロ）②大阪府出資比率引下げ ③現行スキーム（大阪府出資５０％）
継続について検討を行ってまいりました。�
　今後、引き続き会社のあり方検討を進め平成２４年３月末までに基本的方
向を決定し、あわせて利益剰余金の具体的な活用方法を明確にしていく所存
であります。�



　（５）主要な事業内容�

　　１．国際会議及び国内会議並びに各種催物の企画、誘致及び開催�
　　２．内外商品等の見本市及び展示会の誘致及び開催�
　　３．大阪府立国際会議場の会議施設及び展示場並びにこれに付帯する施設、�
　　　　設備機器、備品等の賃貸及び管理運営並びに同会議場内の駐車場、飲食�
　　　　店の管理運営�
　　４．損害保険代理業�
　　５．旅行業法に基づく旅行業�

　（６）主な事業所�

本　　　　　　社� 大 阪 市 北 区 �

　（７）使用人の状況�

従業員数� 前期末比較増減� 平均年齢� 平均勤続年数�

２１名� △４名� ４０.８歳� １２年１１ヶ月�

（注）上記の従業員数には出向者７名を含んでおりますが、平均年齢及び平均勤続年数には�
　　　含んでおりません。また、従業員数には嘱託者（９名）及び派遣労働者（４名）並び�
　　　にアルバイト（３名）は含めておりません。�

　（４）直前３事業年度の財産及び損益の状況�

売　上　高�

経 常 利 益 �

当期純利益�

１株当たり当期純利益�

総　資　産�

純　資　産�

１株当たり純資産�

（千円）�

（千円）�

（千円）�

（円）�

（千円）�

（千円）�

（円）�

１,６５８,２８３�

６００,００１�

３５１,７６３�

２９３.１３�

４,１３２,８８２�

３,４０７,３８７�

２,８３９.４８�

第５９期�
平成２０年３月期�

１,６４４,３６５�

５４４,２４１�

４１５,０９８�

３４５.９１�

４,６９２,２６２�

３,７９５,４５６�

３,１６２.８８�

第６０期�
平成２１年３月期�

１,６９６,６１４�

６１４,４６２�

３５４,０１１�

２９５.００�

４,８８２,２５２�

４,１１２,５１２�

３,４２７.０９�

�

第６１期�
平成２２年３月期�

１,６２５,８９６�

５０６,４８５�

２９３,０８８�

２４４.２４�

５,０４５,２２８�

４,３６９,０１５�

３,６４０.８４�

�

第６２期（当期）�
平成２３年３月期�区　分�

期　別�
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　（８）その他会社の現況に関する重要な事項�

　　経営上の重要な契約は以下のとおりであります。�

相手方の名称�

大阪府�

契約の内容�

当社所有地の使用貸借（注１）�

契約期間�

平成１２年１月１日から�

大阪府立国際会議場管理運営業務�
基本協定書（注２）�

平成１８年４月１日から�
平成２３年３月３１日まで�

大阪府立国際会議場管理運営業務�
契約書（注３）�

平成２３年４月１日から�
平成２５年３月３１日まで�

大阪府立国際会議場の飲食施設等の�
運営業務の委託（注４）�株式会社　ロイヤルホテル� 平成２２年４月１日から�

平成２３年３月３１日まで�

（注）１．大阪府立国際会議場の敷地として大阪府に無償貸与しております。�
　　　２．この契約に基づいて、会議場施設利用者から利用料を当社が収受して大阪府立国�
　　　　　際会議場施設を管理しております。�
　　　３．平成２３年３月３１日、大阪府との間で、「大阪府立国際会議場管理運営業務契�
　　　　　約書」を締結致しました。�
　　　　　①目的及び理由�
　　　　　　当社は、平成２３年３月３１日付で現「大阪府立国際会議場管理運営業務基本�
　　　　　　協定書」による指定管理契約が満了いたしました。大阪府立国際会議場の次期�
　　　　　　指定管理者の選定に向け、平成２２年６月２５日に開催いたしました第６１回�
　　　　　　定時株主総会で決議した基本的事項に基づき、大阪府との間で具体的な内容に�
　　　　　　ついて協議を行い、また大阪府におきまして、平成２３年３月１６日に当社を�
　　　　　　次期指定管理者に指定する旨が大阪府議会で議決され、契約締結に至ったもの�
　　　　　　であります。�
　　　　　②本契約のうち次期以降の財務諸表に重要な影響を及ぼす内容と影響�
　　　　　　当社はこの契約に基づいて、会議場施設利用者から利用料を収受し、大阪府立�
　　　　　　国際会議場施設を管理します。また同会議場の「修繕積立金」として営業収入�
　　　　　　のうち「施設利用料」「附帯設備利用料の２分の１」及び「駐車場利用料」の�
　　　　　　合計額の２０％に相当する額を大阪府に納付することとなりました。本契約に�
　　　　　　よる「修繕積立金」は平成２４年３月期計画において２３８,０００千円を見込�
　　　　　　んでおります。�
　　　４．株式会社ロイヤルホテルとの契約は、平成２３年４月１日付で更新しております。�
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２．株式に関する事項�

�
　（１）発行可能株式総数　　　　　　　普通株式  ２,０００,０００株�

�

　（２）発行済株式総数　　　　　　　　普通株式  １,２００,０００株�

�

　（３）株主数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２９４名�

�

　（４）大株主�

大阪府�

株式会社三菱東京UFJ銀行�

株式会社三井住友銀行�

日立造船株式会社�

株式会社みずほ銀行�

関西電力株式会社�

株式会社りそな銀行�

株式会社クボタ�

パナソニック株式会社�

住友金属工業株式会社�

６００千株�

３４　　�

２８　　�

２８　　�

２４　　�

２３　　�

２２　　�

２０　　�

１８　　�

１４　　�

５０．００％�

２．８３　�

２．３４　�

２．３３　�

２．００　�

１．９３　�

１．８３　�

１．６７　�

１．５０　�

１．１７　�

当 社 へ の 出 資 状 況 �

出資比率�持 株 数 �
株 主 名 �

（平成２３年３月３１日現在）�
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３．会社役員に関する事項�

�
　（１）取締役及び監査役� （平成２３年３月３１日現在）�

（注）１．取締役 井上礼之、大竹伸一、木村愼作、小塚修一郎、佐藤茂雄、福田昌弘、古川実、�
　　　　　松下正幸の各氏は会社法第２条第１５号に定める社外取締役であります。�
　　　２．常勤監査役 澤田眞史氏、監査役 安藤圭一、川上敏朗、内藤碩昭の各氏は、会社法�
　　　　　第２条第１６号に定める社外監査役であります。�
　　　３．監査役 中野健二郎氏は平成２２年６月２４日付辞任。�
　　　４．常勤監査役 澤田眞史氏、監査役 安藤圭一氏は平成２２年６月２５日付就任。�
　　　５．常勤監査役 浅野広三氏は平成２２年６月２５日付辞任。�

地　位�

代表取締役会長�

代表取締役社長�

専 務 取 締 役 �

取　　 締　　 役�

取　　 締　　 役�

取　　 締　　 役�

取　　 締　　 役�

取　　 締　　 役�

取　　 締　　 役�

取　　 締　　 役�

取　　 締　　 役�

取　　 締　　 役�

常 勤 監 査 役 �

監　　 査　　 役�

監　　 査　　 役�

監　　 査　　 役�

�

氏　名�

秋　山　喜　久�

萩　尾　千　里�

富　山　　　生�

井　上　礼　之�

大　竹　伸　一�

大　辻　茂　雄�

木　村　愼　作�

小 塚 修 一 郎�

佐　藤　茂　雄�

福　田　昌　弘�

古　川　　　実�

松　下　正　幸�

澤　田　眞　史�

安　藤　圭　一�

川　上　敏　朗�

内　藤　碩　昭�

担当又は他の法人等の代表状況等�

関西電力㈱　相談役�

�

�

ダイキン工業㈱　代表取締役会長兼ＣＥＯ�

西日本電信電話㈱　代表取締役社長�

営業部長�

大阪府副知事�

住友金属工業㈱　副社長執行役員　大阪本店長�

京阪電気鉄道㈱　代表取締役ＣＥＯ取締役会議長�

大阪府　府民文化部長�

日立造船㈱　代表取締役会長兼取締役社長�

パナソニック㈱　取締役副会長�

仰星監査法人　代表社員�

㈱三井住友銀行　取締役兼副頭取執行役員�

�

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行　名誉顧問�
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　（２）取締役及び監査役の報酬等の総額�

（注）１．取締役の報酬限度額は、平成１９年６月２６日開催の第５８回定時株主総会決議�
　　　　　において年額６,０００万円以内（但し、使用人分給与は含まない。）と決議いた�
　　　　　だいております。�
　　　２．監査役の報酬限度額は、昭和５７年８月２０日開催の第３３回定時株主総会決議�
　　　　　において年額８４０万円以内と決議いただいております。�
　　　３．期末現在の人員は取締役１２名、監査役４名の計１６名であります。また、取締�
　　　　　役の支給人員数と相違しているのは、無報酬の社外取締役２名が在籍しているた�
　　　　　めです。�

（注１）大阪府は当社の大株主であり、当社との間に下記のとおり取引関係があります。�
　　イ）｢土地の貸与｣　当社は大阪府立国際会議場の敷地として大阪府に無償貸与しております。�
　　ロ）｢大阪府立国際会議場指定管理者｣　当社は大阪府立国際会議場管理運営業務基本協定に基づき、�
　　　　会議場施設利用者から利用料金を収受し、当該施設を管理しております。�
　　　　この契約には、次の内容が含まれております。�
　　　　・当社は、会議場施設利用者の安全と施設設備の正常な機能を保全するため、営業上必要とす�
　　　　　る修繕費等について、大阪府と協議の上、年額９０百万円の範囲内で維持補修を行う。�
　　　　・当社は、備品の更新及び調達等について、年額７０百万円の範囲内で措置を行う。�
　　　　・当社は、大阪府と協議の上、大阪府が推進する観光集客・コンベンション事業等のうち、�
　　　　　会議場の運営に資する事業について、年額３０百万円の範囲内で支援を行う。�
　　　　・上記関係のほかに大阪府公債（５億円）を所有しておりますが、利回りは国債に準じたもの�
　　　　　となっております。�
�

区　分�

取締役�

監査役�

合　計�

支給人員� 支給額� 摘　要�

（うち、社外監査役４名５,７６６千円）�

（うち、社外取締役６名５,７６０千円）�１０名�

４名�

１４名�

３９,７９３千円�

５,７６６千円�

４５,５５９千円�

　（３） 社外役員に関する状況�

　　①兼務の状況�

氏　名�

井 上 礼 之 �

大 竹 伸 一 �

木 村 愼 作 �

小塚修一郎�

佐 藤 茂 雄 �

福 田 昌 弘 �

古 川 　 実 �

松 下 正 幸 �

澤 田 眞 史 �

安 藤 圭 一 �

内 藤 碩 昭 �

兼務先の会社名等及び兼務の内容�区 分� 兼務先会社等と当社との関係�

当社との取引関係はありません。�

社外取締役�

社外監査役�

当社との取引関係はありません。�

（注１）�

当社との取引関係はありません。�

当社との取引関係はありません。�

（注１）�

当社との取引関係はありません。�

当社との取引関係はありません。�

当社との取引関係はありません。�

当社との取引関係はありません。�

当社との取引関係はありません。�

ダイキン工業㈱　代表取締役会長兼ＣＥＯ�

西日本電信電話㈱　代表取締役社長�

大阪府副知事�

住友金属工業㈱　副社長執行役員　大阪本店長�

京阪電気鉄道㈱　代表取締役ＣＥＯ取締役会議長

大阪府　府民文化部長�

日立造船㈱　代表取締役会長兼取締役社長�

パナソニック㈱　取締役副会長�

仰星監査法人　代表社員�

㈱三井住友銀行　取締役兼副頭取執行役員�

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行　名誉顧問�
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　　②主な活動状況�
　　　　当事業年度は、取締役会を計６回開催しました。このうち、福田昌弘取�
　　　締役はその全てに、木村愼作取締役は５回、井上礼之取締役、佐藤茂雄取�
　　　締役は４回、小塚修一郎取締役は３回、大竹伸一取締役、古川実取締役は�
　　　２回、松下正幸取締役は１回にそれぞれ出席し、各氏とも企業経営におけ�
　　　る幅広い経験や豊富な見識、又は行政分野での指導的な役割に基づく、客�
　　　観的な視点、大所高所からの幅広い発言を行っております。�
　　　　また、川上敏朗監査役は５回、内藤碩昭監査役は４回、浅野広三監査役�
　　　は２回、澤田眞史監査役は就任後の４回全てに、安藤圭一監査役は就任後�
　　　の２回にそれぞれ出席し議案等について取締役からの説明を受けた後、不�
　　　明な点や今後の対応方法等についての説明を求めるなど、適宜発言を行っ�
　　　ております。�
　　　　当事業年度は、監査役会を計５回開催しました。このうち、川上敏朗監�
　　　査役、内藤碩昭監査役はそれぞれ４回、浅野広三監査役は１回、澤田眞史�
　　　監査役は就任後の４回全てに、安藤圭一監査役は就任後の３回にそれぞれ�
　　　出席し、各氏とも長年の企業経営者又は行政実務経験に基づく豊富な知識�
　　　と経験を有しており、その知識と経験に基づく監査を実施すべく、議案審�
　　　議等に必要な発言を適宜行っております。�
　　　　なお、監査結果について意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っ�
　　　ております。�

４．会計監査人の状況�

�
　（１）名　　　称　　　新日本有限責任監査法人�

�

　（２）当事業年度に係る当社が支払うべき報酬等の額�

�

　　　　①公認会計士法第２条第１項の業務に基づく報酬等の額　　９,０００千円�
　　　　②公認会計士法第２条第１項の業務以外に係る報酬等の額　８,０４０千円�

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において会社法に基づく監査と金融商品�
　　　　　取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分でき�
　　　　　ないため、①の金額は合計額で記載しております。�
　　　２．公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務の内容�
　　　　　新日本有限責任監査法人と社内プロジェクト資料の検討業務に関して契約を�
　　　　　締結し対価を支払っております。 �

合計   　　　　　　　 １７,０４０千円�
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　（３）会計監査人の解任または不再任の決定の方針�

�

　　　　　取締役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合ほか、その必�
　　　　要があると判断した場合は、監査役会の同意を得たうえで、または監査�
　　　　役会の請求に基づいて、会計監査人の解任または不再任に関する議案を�
　　　　株主総会に提出いたします。�
　　　　　監査役会は、会計監査人が会社法第３４０条第１項各号に定める項目�
　　　　に該当すると認められる場合は、監査役会全員の合意に基づき、会計監�
　　　　査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任�
　　　　後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任�
　　　　の理由を報告いたします。�
�
５．業務の適正を確保するための体制�

�
　（１）取締役及び使用人の職務の執行が法令、定款に適合しかつ効率的に行わ�

　　　　れることを確保する体制�

�

　　　　①取締役及び使用人は、会社が定める「企業理念」「行動指針」に従い、�
　　　　　法令、定款、企業理念等を遵守する。�
　　　　②取締役及び使用人は、会社における法令違反、その他コンプライアン�
　　　　　スに関する事象を発見した場合は、速やかに代表取締役又は監査役に�
　　　　　報告する。�
　　　　③取締役は、使用人に対し、コンプライアンス教育・啓発を行う。�
　　　　④代表取締役は、上記②について、事実調査を行い、必要と認める場合�
　　　　　は取締役会、監査役会と協議の上、適正な措置を講じる。�
�
　（２）会社における業務の適正を確保する体制�

�

　　　　①経営の健全性、透明性を高めるため、取締役のうち複数名の経営経験�
　　　　　豊かな人材を、社外より取締役として任用する。�
　　　　②業務の適正な執行を図るため、代表取締役・専務取締役・常勤の取締�
　　　　　役及び監査役からなる「経営会議」を設置し、業務執行に関する戦略�
　　　　　及びリスク管理等について協議・調整を行う。「経営会議」は月１回�
　　　　　以上開催する。�
　　　　③「経営会議」に付議された事項については、適宜、取締役会に報告し、�
　　　　　重要な事項については決議を求める。�
�
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　（３）取締役の職務の遂行に係る情報の保存及び管理に関する事項�
�
　　　　①取締役は、その職務の遂行に係る次の文書、その他重要な情報を適切�
　　　　　に保存する。�
　　　　　・株主総会議事録、取締役会議事録とその関連資料�
　　　　　・「経営会議」等重要な会議の議事録とその関連資料�
　　　　　・決裁文書とその関連資料�
　　　　　・その他取締役の職務の執行に関する文書とその関連資料�
　　　　②代表取締役は、上記の文書等の管理責任者となり、その事務を総務部�
　　　　　長に行わせる。�
�
　（４）損失の危険の管理に関する規程その他の体制�
�
　　　　①企業活動の持続的発展を阻害するあらゆるリスクに対処するため、規�
　　　　　則等を整備し、リスク管理体制の整備を進める。�
　　　　②代表取締役及び業務執行を担当する取締役、使用人は、緊急事態に備�
　　　　　えるために策定した「危機管理マニュアル」を取締役、使用人及び建�
　　　　　物管理運営業務に携わる委託業者に周知し、来館者の安全確保を図る。�
�
　（５）監査役の監査が実効的に行われることを確保する体制�
�
　　　　①監査役の過半数は社外監査役とし、対外的透明性を確保する。�
　　　　②代表取締役及び業務執行を担当する取締役は、監査役会に業務の執行�
　　　　　状況を報告する。�
　　　　③取締役及び使用人は、次の事象を発見した場合は、速やかに監査役に�
　　　　　報告する。�
　　　　　・「企業理念」「行動指針」への違反�
　　　　　・会社の信用、業績に悪影響を与えたもの、又はおそれのあるもの�
　　　　④取締役及び使用人は、監査役が事業の報告を求めた場合、また業務及�
　　　　　び財産の状況を調査する場合は迅速かつ的確に対応する。�
　　　　⑤代表取締役は、財務情報の適正化と開示内容の正確性を担保するため、�
　　　　　会計監査業務を監査法人に委任し、会計監査を受ける。また、地方自�
　　　　　治法第１９９条第７項の規定により、大阪府が実施する業務監査を受�
　　　　　ける。�
　　　　⑥監査役は、監査の実施に必要と認められるときは、公認会計士、弁護�
　　　　　士等の助言を受ける。�
　　　　⑦監査役の職務を補助するため、使用人をスタッフとして置くことを求�
　　　　　められた場合、当該使用人の人事に係る決定には監査役の同意を得る。�
�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上�
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（平成２３年３月３１日 現在）�

貸 借 対 照 表 �

流　動　資　産�
　現 金 及 び 預 金 �
　売 掛 金 �
　有 価 証 券 �
　貯 蔵 品�
　前 払 費 用 �
　繰 延 税 金 資 産 �
　未 収 収 益 �
　そ の 他 �
　貸 倒 引 当 金 �
�
固　定　資　産�
　有形固定資産�
　建　　　　　　物�
　構 築 物�
　工具、器具及び備品�
　土　　　　　　地�
�
　無形固定資産�
　ソ フ ト ウ ェ ア �
　電 話 加 入 権 �
　そ の 他�
�
　投資その他の資産�
　投 資 有 価 証 券 �
　長 期 預 金 �
　差 入 保 証 金 �
　保 険 積 立 金 �
　繰 延 税 金 資 産 �

流　動　負　債�
　買 掛 金 �
　未 払 費 用 �
　未 払 金 �
　未 払 法 人 税 等 �
　未 払 事 業 所 税 �
　未 払 消 費 税 等 �
　前　　 受　　 金�
　預　　 り　　 金�
　賞 与 引 当 金  �
　そ　　 の　　 他�
�
固　定　負　債�
　退職給付引当金�
　長 期 未 払 金 �
　長期預り保証金�

２,１２５,５０１�
１,３４８,９９７�

３３,２９１�
７０１,７７９�
５,７１０�
４,７２１�
２１,１５８�
９,８７８�
２９５�

△  ３３０�
�

２,９１９,７２６�
２８６,９６８�
１１０,５０５�

６７７�
５４,００２�
１２１,７８３�

�
１２,６２２�
１２,１６２�

３６６�
９４�
�

２,６２０,１３５�
１,８７７,０６４�
７００,０００�
３,０００�
３,７０３�
３６,３６７�

５４９,６２３�
５６,２４２�
８,６３１�
１７８�

７５,９９８�
２３,８９４�
６,１３４�

３６２,５２８�
１,９９２�
１２,４５０�
１,５７３�

�
１２６,５８８�
６５,２３８�
１,３５０�
６０,０００�

　負　債　合　計�
�
�

６７６,２１２�

株　主　資　本�
　資 本 金�
　利 益 剰 余 金 　 �
　　利 益 準 備 金 �
　　その他利益剰余金�
　　　別途積立金 �
　　　繰越利益剰余金�
�
評価・換算差額等�
　その他有価証券�
　　　　評価差額金�

４,３８０,２５１�
６００,０００�

３,７８０,２５１�
１２１,０１０�

３,６５９,２４１�
３,０００,０００�
６５９,２４１�

�
△  １１,２３５�

�
△  １１,２３５�

純 資 産 合 計� ４,３６９,０１５�

資 産 の 部 �

資　産　合　計� ５,０４５,２２８�負債及び純資産合計� ５,０４５,２２８�

負 債 の 部 �

純 資 産 の 部 �

（単位：千円）�

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。�
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平成２２年４月１日から�
平成２３年３月３１日まで�〔� 〕�

損 益 計 算 書 �

科　　　　　目� 金　　　　　　　　額�

経 常 利 益�

税 引 前 当 期 純 利 益�

�

当 期 純 利 益�

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 �
法 人 税 等 調 整 額 �

売 上 高 �
売 上 原 価 �

　売 上 総 利 益�

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費�

　営 業 利 益 �

営 業 外 収 益 �
　受 　 　 取 　 　 利 　 　 息�
　そ 　 　 　 の 　 　 　 他�
�
営 業 外 費 用 �
　そ 　 　 　 の 　 　 　 他　�

２０３,４１３�
９,９８３�

�
４４,７４３�
２,３９４�

�
�

９２３�

５０６,４８５�

５０６,４８５�

�

２９３,０８８�

２１３,３９６�

４７,１３７�
�
�
�

９２３�

（単位：千円）�

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。�

１,６２５,８９６�
８８３,１９０�

７４２,７０５�

２８２,４３３�

４６０,２７１�
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平成２２年４月１日から�
平成２３年３月３１日まで�〔� 〕�

株主資本等変動計算書�

資 本 金� その他利益剰余金�

利　　益　　剰　　余　　金�

評価・換算差額等�

株　　　　主　　　　資　　　　本�

別 途 �
積 立 金 �

利 益 �
準 備 金 �

評価・換算�
差 額 等�
合　　計�

そ の 他�
有価証券�
評価差額金�

純 資 産 �
合 　 計 �

利益剰余金�
合　　計�

株主資本�
合　　計�

繰越利益�
剰 余 金�

株主資本以外の項目の�
当期変動額（純額）�

株主資本以外の項目の�
当期変動額（純額）�

前 期 末 残 高�

当 期 変 動 額 �

  利益準備金の積立�

  剰余金の配当�

  別途積立金の積立�

  当期純利益 �

当期変動額合計�

当 期 末 残 高 �

当期変動額合計�

当 期 末 残 高 �

（単位：千円）�

６００,０００�

�

�

�

�

�

�

－�

６００,０００�

１１８,６１０�

�

２,４００�

�

�

�

�

２,４００�

１２１,０１０�

２,６００,０００�

�

�

�

４００,０００�

�

�

４００,０００�

３,０００,０００�

前 期 末 残 高�

当 期 変 動 額 �

  利益準備金の積立�

  剰余金の配当�

  別途積立金の積立�

  当期純利益 �

１,３５０�

�

�

�

�

�

△１２,５８５�

△１２,５８５�

△１１,２３５�

１,３５０�

�

�

�

�

�

△１２,５８５�

△１２,５８５�

△１１,２３５�

４,１１２,５１２�

�

－�

△２４,０００�

－�

２９３,０８８�

△１２,５８５�

２５６,５０３�

４,３６９,０１５�

７９２,５５２�

�

△２,４００�

△２４,０００�

△４００,０００�

２９３,０８８�

�

△１３３,３１２�

６５９,２４１�

３,５１１,１６２�

�

－�

△２４,０００�

－�

２９３,０８８�

�

２６９,０８８�

３,７８０,２５１�

４,１１１,１６２�

�

－�

△２４,０００�

－�

２９３,０８８�

�

２６９,０８８�

４,３８０,２５１�

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。�
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〔重要な会計方針〕�

１．有価証券（その他有価証券）の評価基準及び評価方法�
　　　　時価のあるもの　　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全�
　　　　　　　　　　　　　部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均�
　　　　　　　　　　　　　法により算定）によっております。�
　　　　時価のないもの　　移動平均法による原価法によっております。�
�
２．デリバティブ取引の評価基準�
　　　　時価法によっております。�
�
３．たな卸資産の評価基準及び評価方法�
　　　　貯　蔵　品　　　　総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切�
　　　　　　　　　　　　　下げの方法）によっております。�
�
４．固定資産の減価償却の方法�
　　　　有形固定資産　　　建物は定額法、構築物並びに工具、器具及び備品は�
　　　　　　　　　　　　　定率法によっております。  �
　　　　無形固定資産　　　定額法によっております。�
　　　　　　　　　　　　　なお、自社利用のソフトウェアについては、社内に�
　　　　　　　　　　　　　おける利用可能期間（５年）に基づく定額法によっ�
　　　　　　　　　　　　　ております。�
　　　　リース資産　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリー�
　　　　　　　　　　　　　ス資産�
　　　　　　　　　　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価格を零として算�
　　　　　　　　　　　　　定する定額法によっております。�
�

個 別 注 記 表�
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５．引当金の計上基準�
　（１）貸倒引当金�
　　　　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績�
　　　　　率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を�
　　　　　検討し、回収不能見込額を計上しております。�
�
　（２）賞与引当金�
　　　　　従業員の賞与の支払いに備えるため、賞与支給見込額のうち当期負担�
　　　　　額を計上しております。�
�
　（３）退職給付引当金�
　　　　　従業員に対する退職金の支払いに備えるため、当期末の退職給付債務�
　　　　　（期末自己都合要支給額）を計上しております。�
�
６．消費税等の会計処理�
　　　　税抜方式によっております。�
�
７．会計方針の変更�
　　（資産除去債務に関する会計基準等の適用）�
　　　　当期から、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第１８号�
　　　　平成２０年３月３１日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指�
　　　　針」（企業会計基準適用指針第２１号　平成２０年３月３１日）を適用�
　　　　しております。これに伴う損益への影響はありません。�

〔貸借対照表注記〕�

１．有形固定資産の減価償却累計額　　　　１０３,９２７千円�

〔株主資本等変動計算書注記〕�

１．事業年度末日における発行済株式の種類及び総数に関する事項�

株 式 の 種 類�

計�

普 通 株 式�

発行済株式の数（株）�

１,２００,０００�

１,２００,０００�
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２．配当に関する事項�
　　　配当金支払額�

　　　基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度�
　　　となるもの�
　　　　次のとおり、付議を予定しております。�

付　　議� 基 準 日�
株 式 の�
種　　類�

配当金の�
総　　額�

配 当 の�
原　　資�

１株当たり�
配 当 額�

効　　力�
発 効 日�

平成２３年�
６月２７日�
定時株主総会�

普通株式�２４,０００千円� ２０円�平成２３年�
３月３１日�

利　　益�
剰 余 金�

平成２３年�
６月２７日�

決　　議� 基 準 日�
株 式 の�
種　　類�

配当金の�
総　　額�

配 当 の�
原　　資�

１株当たり�
配 当 額�

効　　力�
発 効 日�

平成２２年�
６月２５日�
定時株主総会�

普通株式�２４,０００千円� ２０円�平成２２年�
３月３１日�

利　　益�
剰 余 金�

平成２２年�
６月２５日�

〔税効果会計に関する注記〕�

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な要因別の内訳�
　　繰延税金資産�
　　　未払事業所税　　　　　　　　　　　　　　　９,７０１千円�
　　　未払事業税　　　　　　　　　　　　　　　　６,３３８千円�
　　　退職給付引当金　　　　　　　　　　　　　２６,４８６千円�
　　　長期未払金　　　　　　　　　　　　　　　　　５４８千円�
　　　賞与引当金　　　　　　　　　　　　　　　　５,０５５千円�
　　　固定資産償却超過額　　　　　　　　　　　　　６００千円�
　　　その他有価証券評価差額金　　　　　　　　　８,４２２千円�
　　　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　１,１１７千円　�
　　　繰延税金資産合計　　　　　　　　　　　　５８,２６９千円�
�
　　繰延税金負債�
　　　その他有価証券評価差額金　　　　　　　　　　７４３千円�
　　　繰延税金負債合計　　　　　　　　　　　　　　７４３千円�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�
　　繰延税金資産純額　　　　　　　　　　　　　５７,５２６千円�
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〔金融商品に関する注記〕�

１．金融商品の状況に関する事項�
　（１）金融商品に対する取組方針�
　　　　　当社は資金運用に当っては、元本保全のため安全性・収益性・流動性�
　　　　　に留意し、債券の購入・売却・管理等については、経営会議の決議を�
　　　　　経て行うこととしております。�
　　　　　また、運転資金及び通常の施設改修並びに有形固定資産等の取得に要�
　　　　　する資金は全て内部資金により調達しており、銀行借入による資金調�
　　　　　達はありません。�
�
　（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制�
　　　　　資金運用の対象とする金融商品につきましては、預金及び国債・地方�
　　　　　債並びに政府保証債を主として、一部運用益の向上を目的に社債に�
　　　　　よっております。�
　　　　　預金は、預入先金融機関の信用リスクに、有価証券及び投資有価証券�
　　　　　は、市場価格の変動リスクに晒されますが、それぞれのリスクに関し�
　　　　　ては、資金運用規則に基づき、残高管理や預入先金融機関及び保有す�
　　　　　る債券発行体の信用度等の評価等の管理に必要と判断される情報を適�
　　　　　宜収集するとともに、四半期毎に運用状況報告書を作成し、取締役会�
　　　　　及び監査役会に報告するなどの管理体制を整備しております。�
�
２．金融商品の時価等に関する事項�
　　平成２３年３月３１日（決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれ�
　　らの差額については、次のとおりであります。�

（単位：千円）�

（※）負債に計上されているものについては（　　）で示しております。�

差額（※）�時価（※）�
貸借対照表�
計上額（※）�

（１）現金及び預金�
（２）売掛金�
（３）有価証券�
　　　　その他有価証券�
（４）投資有価証券�
　　　　その他有価証券�
（５）長期預金�
（６）買掛金�
�

１,３４８,９９７�
３３,２９１�

�
７０１,７７９�

�
１,８７７,０６４�
７００,０００�
（５６,２４２）�

１,３４８,９９７�
３３,２９１�

�
７０１,７７９�

�
１,８７７,０６４�
７０１,３２０�
（５６,２４２）�

－�
－�
�
－�
�
－�

１,３２０�
－�
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　（１）現金及び預金及び（２）売掛金�
　　　　　これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ�
　　　　　とから、当該帳簿価額によっております。�
�
　（３）有価証券及び（４）投資有価証券�
　　　　　これらの時価については、一般市場価格及び取引金融機関から提示さ�
　　　　　れた価格によっております。�
　　　　　なお、有価証券及び投資有価証券はその他有価証券として保有して�
　　　　　おり、これに関する貸借対照表計上額と取得原価との差額は以下のと�
　　　　　おりであります。�
�

（単位：千円）�

種類�

債券�

債券�

１,８００,７６６�１,８２０,３９７� １９,６３０�

７９６,９９１� ７５８,４４６� △３８,５４５�

取得原価� 差額�
貸借対照表�
計上額�

貸借対照表計上額が�
取得原価を超えるもの�

貸借対照表計上額が�
取得原価を超えないもの�

　（５）長期預金�
　　　　　固定金利の長期預金の時価については、元利金の合計額を、同様の新�
　　　　　規預け入れを行った場合に想定される利率で割引いて算定する方法に�
　　　　　よっております。�
�
　（６）買掛金�
　　　　　これは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと�
　　　　　から、当該帳簿価額によっております。�
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〔関連当事者に関する注記〕�

関連当事者との取引高は、次のとおりであります。�

〔１株当たり情報に関する注記〕�

１株当たり純資産額�

１株当たり当期純利益�

３,６４０円８４銭�

２４４円２４銭�

議決権等の�
所有割合�

関連当事者�
との関係� 取引の内容�

�

会社等の名称�
又は氏名�

科目�属性�
取引�
金額�
（千円）�

期末�
残高�
（千円）�

大阪府� 被所有�
直接５０％�

土地の貸与�
�
大阪府立国際会議場�
指定管理者�
�
役員の派遣�

主
　
要
　
株
　
主�

役
　
員�

－�
�

－�
�
�
－�

－�
�

－�
�
�
－�

－�
�

－�
�
�
－�

当社所有地の使用貸借契約（注１）�
�
大阪府立国際会議場管理運営業務�
基本協定（注２）�
�
取締役３名、監査役１名（注３）�

秋山喜久�

�

萩尾千里�

被所有�
直接０.０１％�

当社代表取締役�
大阪国際フォーラム�
（任意団体）役員�
（注５）�

１０,９３０�－� －�事務局人件費に係る支援及び�
会費・協賛金等による支援（注６）�

（注１）当社所有地を大阪府立国際会議場の敷地として大阪府に無償貸与しております。�
（注２）この契約に基づいて、会議場施設利用者からの利用料金を当社が収受し、大阪府立�
　　　　国際会議場施設を管理しております。この契約には、下記の内容が含まれております。�
　　　　①当社は、会議場施設利用者の安全と施設設備の正常な機能を保全するため、営業�
　　　　　上必要とする修繕費等について、大阪府と協議の上、年額９０百万円の範囲内で�
　　　　　維持補修を行う。�
　　　　②当社は、備品の更新及び調達等について、年額７０百万円の範囲内で措置を行う。�
　　　　③当社は、大阪府と協議の上、大阪府が推進する観光集客・コンベンション事業等�
　　　　　のうち、会議場の運営に資する事業について、年額３０百万円の範囲内で支援を�
　　　　　行う。�
　　　　なお、当該取引金額は損益計算書の売上高、売上原価の修繕費、消耗品費、販売費�
　　　　及び一般管理費の特別事業費の中に計上されておりますが、関連当事者の取引とし�
　　　　て開示すべき金額に区分して計上することが困難なため、取引金額、科目、期末残�
　　　　高と併せて記載しておりません。�
（注３）取締役３名の内訳は大阪府の現職２名と退職者１名であり、監査役１名は大阪府の�
　　　　退職者であります。なお、監査役は平成２２年６月２５日付で辞任しております。�
（注４）上記関係のほか大阪府公債（額面５億円）を所有しておりますが、利回りは国債に�
　　　　準じたものとなっております。�
（注５）当社代表取締役会長秋山喜久は大阪国際フォーラム会長、代表取締役社長萩尾千里�
　　　　は専任副会長兼会計にそれぞれ就任しております。�
（注６）取引の内容については、その都度検討し、稟議決裁によっております。�
（注７）取引金額には消費税等を含めておりません。�
�
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株 主 総 会 �

第６１回定時株主総会を平成２２年６月２５日に開催し、次のとおり報告並びに�
決議されました。　　�
�
【報告事項】�
　１．第６１期（平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日まで）事業報告�
　　　の内容並びに会計監査人及び監査役会監査結果報告の件�
　　　　本件は、上記事業報告の内容及びその監査結果を報告いたしました。�
�
　２．第６１期（平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日まで）計算書類�
　　　の内容報告の件�
　　　　本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。�
�
【決議事項】�

　第１号議案　　剰余金の配当及び処分の件�
　　　　　　　　　本件は、原案どおり承認可決され、当期末の剰余金の配当に�
　　　　　　　　つきましては、１株につき２０円と決定いたしました。�
　　　　　　　　　また、剰余金の処分につきましては、利益準備金２,４００,０００�
　　　　　　　　円、別途積立金４億円と決定いたしました。�
�
　第２号議案　　定款一部変更の件�
　　　　　　　　　本件は、原案どおり承認可決されました。�
�
　第３号議案　　取締役全員任期満了に伴い１２名選任の件�
　　　　　　　　　本件は、秋山喜久、井上礼之、大竹伸一、大辻茂雄、木村�
　　　　　　　　愼作、小塚修一郎、佐藤茂雄、富山　生、萩尾千里、福田昌弘、�
　　　　　　　　古川実、松下正幸の各氏が再任されました。�
　　　　　　　　　なお、井上礼之、大竹伸一、木村愼作、小塚修一郎、佐藤�
　　　　　　　　茂雄、福田昌弘、古川実、松下正幸の各氏は会社法で定める�
　　　　　　　　社外取締役であります。�
�
　第４号議案　　監査役２名選任の件�
　　　　　　　　　本件は、安藤圭一、澤田眞史の両氏が新任されました。�
　　　　　　　　　なお、安藤圭一、澤田眞史の両氏は会社法で定める社外監査�
　　　　　　　　役であります。�
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役 員 の 異 動 �

　平成２２年６月２４日�
　　監査役　　　中野健二郎氏が退任しました。�
　平成２２年６月２５日�
　　取締役　　　秋山喜久、井上礼之、大竹伸一、大辻茂雄、木村愼作、�
　　　　　　　　小塚修一郎、佐藤茂雄、富山　生、萩尾千里、福田昌弘、�
　　　　　　　　古川実、松下正幸の各氏が就任しました。�
　　監査役　　　浅野広三氏が退任しました。�
　　監査役　　　安藤圭一、澤田眞史の両氏が就任しました。　�

登 記 事 項 �

　平成２２年９月７日�
　　役員に関する事項�
　　①取締役　　　秋山喜久、大辻茂雄、富山　生、萩尾千里、重任登記�
　　②取締役　　　井上礼之、大竹伸一、木村愼作、小塚修一郎、佐藤茂雄、�
　　　　　　　　　福田昌弘、古川実、松下正幸、重任・社外取締役登記�
　　③監査役　　　浅野広三、中野健二郎、辞任登記�
　　④監査役　　　安藤圭一、澤田眞史、新任・社外監査役登記�
　　⑤会計監査人　新日本有限責任監査法人、重任登記�
�
　　取締役等の会社に対する責任の免除に関する規定�
　　①当会社は、会社法第４２６条第１項の規定により、取締役会の決議によって、�
　　　同法第４２３条第１項に規定する取締役（取締役であった者を含む。）の�
　　　損害賠償責任を法令の限度において免除することができる。�
�

　第５号議案　　大阪府立国際会議場の指定管理業務について大阪府と締結する�
　　　　　　　　契約の基本的事項承認の件�
　　　　　　　　　本件は、原案どおり承認可決され、大阪府立国際会議場の次�
　　　　　　　　期指定管理者の選定に関し、当社と大阪府の間で、大阪府立国�
　　　　　　　　際会議場の適正な維持管理とプロモート機能強化を図るための�
　　　　　　　　新たな仕組みづくりについてご承認いただきました。�
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株 式 事 項 �

所有者別状況�

所有株数別状況�

�
区　　分�

株　主　数�

政府及び地方�
公共団体�

１人�

６００，０００株�

５０．０％�

金融機関�

１７人�

１３３，７６０株�

１１．２％�

証券会社�

２人�

４，０００株�

０．３％�

その他の法人�

２５４人�

４５２，４４０株�

３７．７％�

外国法人等�
（うち個人）�

０人�

０株�

０．０％�

個人・その他�

２０人�

９，８００株�

０．８％�

合　　計�

２９４人�

１，２００，０００株�

１００％�

所有株式数�

発行済株式総数�
に対する割合�

区　分�

株主数�

１千株�
未　満�

１千株�
以　上�

５千株�
以　上�

１０千株�
以　上�

５０千株�
以　上�

５００千株�
以　上�

１００千株�
以　上�

合　計�

２９４人�

１００％�

１，２００，０００株�

１６７人�

５６．８％�

４２，５００株�

９９人�

３３．７％�

２０９，０２０株�

１２人�

４．１％�

７８，９４０株�

１５人�

５．１％�

２６９，５４０株�

０人�

０．０％�

０株�

�

０人�

０．０％�

０株�

１人�

０．３％�

６００，０００株�所有株式数�

株主総数に�
対する割合�

（平成２３年３月３１日現在）�

（平成２３年３月３１日現在）�

　　②当会社は、会社法第４２６条第１項の規定により、取締役会の決議によって、�
　　　同法第４２３条第１項に規定する監査役（監査役であった者を含む。）の�
　　　損害賠償責任を法令の限度において免除することができる。�
�
　　社外取締役等の会社に対する責任の制限に関する規定�
　　①当会社は、会社法第４２７条第１項の規定により、社外取締役との間に、�
　　　任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することがで�
　　　きる。ただし当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に規定する�
　　　額とする。�
　　②当会社は、会社法第４２７条第１項の規定により、社外監査役との間に、�
　　　同法第４２３条第１項に規定する社外監査役の損害賠償責任を限定する契�
　　　約を締結することができる。ただし当該契約に基づく損害賠償責任の限度�
　　　額は、法令に規定する額とする。�
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役 　 　 員 �

取締役会長　　秋　　山　　喜　　久�
取締役社長　　萩　　尾　　千　　里�
専務取締役　　富　　山　　　　　生�
取　締　役　　井　　上　　礼　　之�
取　締　役　　大　　竹　　伸　　一�
取　締　役　　大　　辻　　茂　　雄�
取　締　役　　木　　村　　愼　　作�
取　締　役　　小　　塚　　修 一 郎�
取　締　役　　佐　　藤　　茂　　雄�
取　締　役　　福　　田　　昌　　弘�
取　締　役　　古　　川　　　　　実�
取　締　役　　松　　下　　正　　幸�
常勤監査役　　澤　　田　　眞　　史�
監　査　役　　安　　藤　　圭　　一�
監　査　役　　川　　上　　敏　　朗�
監　査　役　　内　　藤　　碩　　昭�


